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一
　
は
じ
め
に

　
昭
和
五
年
に
締
結
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条（
1
）約は
第
二
三
条
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
期
間
を
昭
和
一
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と

定
め
る
と
と
も
に
、
締
約
国
は
「
本
条
約
ニ
代
リ
且
本
条
約
ノ
目
的
ヲ
遂
行
ス
ル
新
条
約
ヲ
作
成
ス
ル
為
」
昭
和
一
〇
年
に
会
議
を
開
催

す
る
と
定
め
て
い
た
。
昭
和
九
年
五
月
一
七
日
英
国
外
相
サ
イ
モ
ン
か
ら
松
平
恒
雄
大
使
に
対
し
て
、
昭
和
一
〇
年
の
会
議
を
「
容
易
ナ

ラ
シ
ム
ル
為
ノ
準
備
行
為
ト
シ
テ
関
係
国
ニ
秘
密
ノ
意
見
ノ
交
換
ヲ
必
要
ト
ス
ベ
ク
」、
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
政
府
の
賛
同
が
得
ら
れ
れ

ば
「
右
予
備
交
渉
ニ
参
加
ス
ベ
キ
代
表
ヲ
任
命
セ
ラ
レ
度
ク
商
議
ハ
之
ヲ
倫
敦
ニ
於
テ
開
催
シ
度
キ
意
向
」
で
あ
る
と
の
提
案
が
な
さ

れ（
2
）た。
こ
の
提
案
を
受
け
日
英
米
三
カ
国
の
予
備
交
渉
は
一
〇
月
二
三
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
、
日
本
側
の
共
通
最
大
限（
3
）案に
つ
い
て
英

米
の
賛
同
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
一
方
大
正
一
一
年
に
締
結
さ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
第
二
三
条
に
お
い
て
、
そ
の
有
効
期
間
を
ロ
ン
ド
ン
条
約
と
同
じ
く
昭
和
一
一

年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
定
め
る
と
と
も
に
、
上
記
期
日
の
二
年
前
ま
で
に
締
約
国
が
条
約
廃
止
の
通
告
を
行
わ
な
い
場
合
、
締
約
国
が

廃
止
の
通
告
を
行
っ
て
以
後
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
は
条
約
は
引
き
続
き
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
定
め
て
い
た
。
こ
の
点
が
ロ
ン
ド
ン
条

約
と
は
異
な
る
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
政
府
が
昭
和
一
二
年
以
降
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
制
限
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
昭
和
九

年
一
二
月
末
日
ま
で
に
条
約
廃
止
の
通
告
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
予
備
交
渉
が
継
続

中
の
一
二
月
に
日
本
政
府
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃
止
通
告
を
行
う
。
さ
ら
に
前
述
の
予
備
交
渉
を
受
け
て
翌
年
一
二
月
か
ら
ロ
ン
ド
ン

で
行
わ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
本
交
渉
か
ら
も
脱
退
し
た
（
昭
和
一
一
年
一（
4
）月）。
こ
の
結
果
日
本
は
大
正
一
一
年
以
来
続
い
て
き
た
海

軍
軍
備
制
限
時
代
に
終
止
符
を
打
ち
、
無
条
約
状
態
に
突
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
昭
和
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
に
比
べ
る
と
、
昭
和
九
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
交
渉
や
昭
和
一
〇
―
一
一
年
の
同
会
議
に
関
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す
る
研
究
は
あ
ま
り
多
く
は
な（
5
）い。
麻
田
貞
雄
の
研
究
や
ペ
ル
ツ
（Stephen E. Pelz

）
の
研
究
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研

究
で
は
、
主
力
艦
・
甲
級
巡
洋
艦
の
日
英
米
三
国
間
の
保
有
比
率
（
五
・
五
・
三
）
や
潜
水
艦
保
有
量
な
ど
の
点
で
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン

ド
ン
両
条
約
に
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
加
藤
寛
治
や
末
次
信
正
な
ど
海
軍
部
内
で
艦
隊（
6
）派と
言
わ
れ
る
人
達
が
、
満
州
事
変
や
国
際
連

盟
か
ら
の
脱
退
、
五
・
一
五
事
件
な
ど
の
国
内
外
の
事
件
や
そ
れ
に
伴
う
政
治
的
変
化
に
力
を
得
て
英
米
協
調
派
で
あ
る
条
約
派
を
圧
倒

し
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
交
渉
や
本
交
渉
で
か
ね
て
か
ら
の
主
張
で
あ
る
対
米
比
率
の
増
大
も
し
く
は
対
米
パ
リ
テ
ィ
ー
を
英
米
側

に
求
め
た
が
、
そ
れ
ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
し
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
か
ら
も
脱
退
し
た
と
説

明
す
る
。

　
日
本
政
府
に
よ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
止
通
告
の
連
絡
を
受
け
、
長
年
に
わ
た
る
宿
願
を
達
成
し
た
加
藤
寛
治
は
、
多
摩
陵
に
あ
る
東

郷
元
帥
の
墓
前
に
こ
れ
を
報
告
し
た
の
で
あ
っ（
7
）た。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
軍
事
技
術
の
向
上
な
ど
に
は
あ
る
程
度
着
目
す
る
も
の（
8
）の、
個
人
や
派
閥
の
思
想
や
行
動
の
分
析
に
重
点
が
置

か
れ
、
昭
和
九
年
当
時
日
本
海
軍
が
軍
縮
条
約
と
の
関
連
で
抱
え
て
い
た
問
題
、
特
に
老
朽
艦
船
の
代
替
建
造
（
代（
9
）換）
の
問
題
に
十
分

光
を
当
て
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
英
米
各
国
の
保
有
す
る
戦
）
10
（
艦
の
多
く
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
条
約
が
満
期
を
迎
え
る
昭
和
一
一
年
前
後
か
ら
多
く
の
戦
艦
に
つ
い
て
代
換
の
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

つ
ま
り
仮
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
が
更
新
延
長
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
戦
艦
と
い
う
艦
種
が
廃
止
さ
れ
た
り
、
各
国
が
戦
艦
保
有
量
を
大

縮
減
し
な
い
限
り
は
、
大
量
の
代
替
艦
の
建
造
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
契
機
と
し
て
、

今
後
も
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
制
限
（
特
に
質
的
制
限
、
最
大
排
水
量
三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
、
主
砲
最
大
口
径
一
六
イ
ン
チ
）
の
下
に
大
量
の
代
替

戦
艦
の
建
造
を
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
同
じ
よ
う
に
大
幅
な
予
算
増
を
伴
う
の
で
あ
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
制
限
か
ら
脱
し
て
、
海

軍
と
し
て
（
条
約
派
、
艦
隊
派
を
問
わ
ず
）
軍
事
技
術
的
に
は
よ
り
合
理
的
、
効
率
的
と
思
わ
れ
る
戦
艦
の
建
造
を
行
う
の
か
が
切
実
な
選

択
の
問
題
と
し
て
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
者
を
選
択
す
る
た
め
に
は
、
軍
事
技
術
的
な
合
理
性
、
効
率
性
を
あ
え
て
犠
牲
に
供
し
得
る
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よ
う
な
よ
り
上
位
の
価
値
（
国
策
）
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
以
来
条
約
派
の
究
極
の
足
場
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
当
時
、
満
州
問
題
を
中
心
と
す
る
国
策
の
調
整
を
日
米
間
で
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
）
11
（

た
。
つ
ま
り
日
米
海
軍
が
そ
れ
ぞ
れ
に
軍

事
合
理
性
を
追
求
す
る
結
果
と
し
て
生
ず
る
衝
突
を
よ
り
上
位
の
概
念
で
あ
る
国
策
の
調
整
に
よ
っ
て
解
決
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
大
量
の
代
換
の
発
生
問
題
は
、
軍
事
技
術
的
な
合
理
性
、
効
率
性
の
議
論
を
制
約
の
少
な
い
形
で
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
昭
和
九
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃
棄
に
あ
た
っ
て
は
、
先
に
述
べ
た
軍
事
技
術
の
変
化
や
代
換
問
題
な
ど
い
わ
ば
海
軍
固

有
の
問
題
の
ほ
か
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
両
条
約
が
本
質
的
に
内
包
し
て
い
た
日
米
間
の
非
対
称
性
の
認
識
、
つ
ま
り
西
太
平
洋

に
お
け
る
海
軍
力
の
優
勢
（
対
米
七
割
か
六
割
か
）
は
日
本
の
生
存
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
米
国
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
く
、

中
国
の
領
土
保
全
や
門
戸
開
放
も
米
国
に
と
っ
て
は
所
詮
政
策
の
問
題
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
両
国
の
生
存
に
ひ
と
し
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
双
方
に
譲
歩
の
余
地
な
く
、
第
一
次
世

界
大
戦
前
の
英
独
間
の
建
艦
競
争
の
よ
う
に
、
建
艦
競
争
が
戦
争
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
太
平
洋
に
お
け
る
海
軍
力
の
優
勢
が
米

国
に
と
っ
て
生
存
に
か
か
わ
る
問
題
で
な
い
以
上
、
い
つ
か
の
時
点
に
お
い
て
日
米
間
で
妥
協
の
可
能
性
（
す
な
わ
ち
新
た
な
軍
縮
条
約
の

締
結
）
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
）
12
（

か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
艦
隊
派
に
与
し
な
い
者
に
対
し
て

も
、
条
約
破
棄
の
決
断
に
あ
た
っ
て
の
心
理
的
負
担
を
軽
減
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ

の
問
題
は
か
な
り
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
後
日
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
、
以
下
本
稿
で
は
軍
事
技
術
の
変
化
や
代
換
の
問
題
を
中
心
に

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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二
　
軍
事
技
術
の
変
化

　
日
本
海
軍
は
明
治
四
〇
年
の
帝
国
国
防
方
針
の
制
定
以
来
、
米
国
海
軍
を
仮
想
敵
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
対
米
戦
略
は
日
本
の
戦
力
的

劣
勢
を
意
識
し
た
邀
撃
漸
減
作
戦
で
あ
っ
）
13
（

た
。
日
本
海
軍
は
第
一
次
世
界
大
戦
頃
に
対
米
戦
略
と
し
て
邀
撃
漸
減
作
戦
を
形
成
し
、
ワ
シ

ン
ト
ン
海
軍
会
議
の
後
、
公
式
の
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
記
述
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
当
初
は
巡
洋
艦
・
駆
逐
艦
を
主
体
と
し
た

夜
間
攻
撃
に
よ
り
敵
戦
艦
部
隊
を
減
殺
し
た
後
、
昼
間
の
戦
艦
同
士
の
艦
隊
決
戦
に
お
い
て
敵
艦
隊
を
撃
滅
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
潜
水
艦
の
発
達
に
よ
り
、
昭
和
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
の
頃
に
は
、
潜
水
艦
も
艦
隊
攻
撃
の
ほ
か
に
前
方
に
展
開
し
て
警
戒

や
索
敵
な
ど
の
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
に
よ
り
、
潜
水
艦
の
総
ト

ン
数
が
制
限
さ
れ
て
以
降
日
本
海
軍
は
航
空
機
に
本
格
的
に
目
を
向
け
始
め
、
有
事
の
際
フ
イ
リ
ピ
ン
・
グ
ア
ム
救
援
に
向
か
う
米
艦
隊

が
日
本
の
国
際
連
盟
委
任
統
治
地
域
周
辺
の
海
域
を
通
過
す
る
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
委
任
統
治
地
域
を
基
地
と
す
る

航
空
偵
察
や
航
空
攻
撃
を
重
要
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
が
国
初
の
中
距
離
陸
上
爆
撃
機
で
あ
る
九
六
式
陸
上
攻
撃
機
が
制
式
採
用

さ
れ
た
の
は
昭
和
一
一
年
六
月
で
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃
止
を
通
告
す
る
昭
和
九
年
末
当
時
は
日
本
海
軍
の
航
空
機
技
術
が
急
速

に
進
歩
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
海
軍
の
邀
撃
漸
減
作
戦
は
軍
事
技
術
の
発
達
と
と
も
に
そ
の
内
容
が
変
化
し
て
き
た
し
、
実
施
予
定
海
域
も
変
化
し

て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
締
結
以
降
の
軍
事
技
術
の
変
化
は
全
体
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
邀
撃
漸
減
作
戦
を
対
米
戦
略
と

す
る
日
本
海
軍
に
有
利
に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
米
国
側
に
有
利
に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
交
渉
に
お
い
て
山
本
（
五
十
六
）
代
表
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
締
結
以
来
一
〇
数
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
艦

船
に
著
し
い
進
歩
が
あ
っ
た
が
、
最
も
著
し
い
の
は
航
続
力
の
増
加
・
速
力
の
増
大
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
渡
洋
作
戦
が
極
め
て
容
易
に
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な
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
「
兵
器
ノ
進
歩
ハ
攻
勢
艦
隊
ヲ
利
ス
ル
所
多

ク
」、
ま
た
「
航
空
機
ノ
異
常
ナ
ル
発
達
ハ
更
ニ
攻
勢
艦
隊
ノ
戦
闘
力

ヲ
増
加
ス
」
と
述
べ
て
い
）
14
（
る
。
こ
れ
に
対
し
米
国
の
ス
タ
ン
ド
レ
ー
作

戦
部
長
は
「
攻
撃
手
段
に
お
い
て
進
歩
が
あ
っ
た
時
に
は
防
衛
手
段
に

お
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
進
歩
が
あ
っ
）
15
（

た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
日

本
海
軍
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
以
来
の
技
術
の
進
歩
は
全
体
と
し
て
見

れ
ば
太
平
洋
を
渡
洋
し
て
く
る
米
海
軍
に
有
利
に
働
い
て
き
た
と
考
え

て
い
た
。

　
昭
和
九
年
当
時
日
本
海
軍
は
、
表
一
の
と
お
り
、
米
国
の
艦
船
・
航
空
機
の
航
続
距
離
が
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
会
議
当
時
と
比
較
し
て
倍

以
上
延
伸
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
）
16
（
た
。

　
こ
の
航
続
距
離
の
延
伸
は
、
米
海
軍
に
お
け
る
洋
上
給
油
技
術
の
発
達
）
17
（

や
大
量
の
民
間
油
槽
船
の
徴
用
能
力
と
あ
い
ま
っ
て
、
従
来
の

我
が
国
の
地
理
的
優
位
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
航
空
機
の
発
達
に
よ
る
索
敵
・
偵
察
能
力
の
飛
躍
的
向
上
は
、

従
来
日
本
海
軍
が
そ
の
邀
撃
漸
減
作
戦
に
お
い
て
頼
み
と
し
て
き
た
水
上
艦
艇
に
よ
る
夜
襲
や
奇
襲
の
事
前
探
知
の
可
能
性
を
高
め
、

「
夜
戦
奇
襲
ノ
遂
行
、
我
カ
全
力
ヲ
以
テ
敵
ノ
分
力
ヲ
撃
ツ
等
ノ
如
キ
所
謂
兵
術
ノ
妙
用
至
難
」
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に

こ
れ
ま
で
大
き
な
力
を
注
い
で
育
成
し
て
き
た
潜
水
艦
戦
力
に
つ
い
て
も
、
水
上
艦
艇
の
速
力
増
大
は
低
速
の
潜
水
艦
に
よ
る
探
知
・
追

尾
を
困
難
に
し
、
航
空
機
か
ら
の
索
敵
や
攻
撃
も
潜
水
艦
の
有
効
性
を
減
少
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
科
学
技
術
の
進
歩
の
結
果
は

「
両
軍
ノ
対
抗
距
離
ヲ
短
縮
シ
テ
恰
モ
近
距
離
ニ
於
テ
最
初
カ
ラ
対
抗
ス
ル
ノ
状
況
」
と
な
り
、
従
来
の
五
・
五
・
三
と
い
う
よ
う
な
差

等
比
率
に
よ
る
兵
力
で
は
「
国
防
上
常
ニ
脅
威
ヲ
感
ジ
其
ノ
安
固
ヲ
期
シ
得
ラ
レ
ナ
イ
」
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
）
18
（

た
。

　
昭
和
九
年
六
月
、
来
た
る
べ
き
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
交
渉
に
対
す
る
海
軍
の
方
針
に
つ
い
て
陸
海
軍
省
軍
務
局
長
間
で
話
し
合
い

表
一　

米
国
艦
船
・
航
空
機
の
航
続
力
延
伸
の
状
況

艦
（
機
）
種

華
府
会
議
当
時

昭
和
八
年

主
力
艦

一
〇
〇
〇
〇
浬

約
二
〇
〇
〇
〇
浬

巡
洋
艦

六
五
〇
〇
浬

約
一
二
〇
〇
〇
浬

駆
逐
艦

四
〇
〇
〇
浬

約
一
〇
〇
〇
〇
浬

潜
水
艦

六
〇
〇
〇
浬

約
二
〇
〇
〇
〇
浬

飛
行
艇

最
大
　
八
九
〇
浬

最
大
　
二
四
〇
〇
浬

（
注
）
出
典
に
つ
い
て
は
注
（
16
）
参
照
。
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が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
吉
田
善
吾
海
軍
省
軍
務
局
長
は
「
将
来
の
海
軍
戦
は
恰
も
練
兵
場
に
於
け
る
戦
闘
の
如
く
敵
が
一
〇
の
兵
力
を

有
す
れ
ば
味
方
も
一
〇
の
兵
力
を
有
せ
ざ
る
限
り
勝
利
の
望
み
な
し
。
艦
船
の
進
歩
に
よ
り
地
の
利
は
消
失
せ
り
」
と
述
べ
て
い
）
19
（

る
。
吉

田
善
吾
は
後
年
海
軍
大
臣
と
な
り
、
日
独
伊
三
国
同
盟
問
題
に
苦
悩
し
た
条
約
派
と
み
ら
れ
る
人
物
で
あ
）
20
（
る
。

三
　
代
換
問
題
を
め
ぐ
っ
て

㈠
　
大
量
の
代
換
の
発
生

　
軍
艦
は
竣
工
後
時
間
の
経
過
と
と
も
に
老
朽
化
し
、
そ
の
武
器
の
性
能
も
陳
腐
化
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
軍
縮
条
約
で
相
互
に
一
定

数
の
軍
艦
の
保
有
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
し
て
も
、
老
朽
化
に
伴
う
代
替
艦
の
建
造
を
ど
う
す
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
ワ
シ
ン

ト
ン
条
約
は
主
力
艦
の
一
〇
年
間
の
建
造
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
（
ネ
ー
ヴ
ァ
ル
・
ホ
リ
デ
イ
）、
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
艦

齢
二
〇
年
で
新
型
艦
に
代
換
で
き
る
も
の
と
し
、
主
力
艦
の
建
造
に
三
年
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
艦
齢
一
七
年
目
に
代
艦
の
建
造
に
着
手

で
き
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
（
条
約
第
二
章
第
三
節
第
二
款
）。
そ
し
て
具
体
的
に
各
国
別
に
主
力
艦
の
代
換
及
び
廃
棄
の
タ
イ
ム
・

テ
ー
ブ
ル
を
定
め
て
い
た
。
条
約
に
定
め
る
日
本
の
主
力
艦
の
代
換
及
び
廃
棄
の
タ
イ
ム
・
テ
ー
ブ
ル
を
示
す
と
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
米
国
の
主
力
艦
の
代
換
及
び
廃
棄
の
タ
イ
ム
・
テ
ー
ブ
ル
は
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
大
量
の
主
力
艦
の

建
造
を
行
っ
た
た
め
、
ま
た
ネ
ー
ヴ
ァ
ル
・
ホ
リ
デ
イ
と
し
て
一
九
二
一
年
か
ら
一
〇
年
間
主
力
艦
の
建
造
を
行
わ
な
い
と
し
た
た
め
、

そ
の
代
艦
建
造
が
比
較
的
短
い
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
昭
和
五
年
に
締
結
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
条
約
は
第
一
条
に
お
い
て
、
締
約
国
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
規
定
す
る
「
主
力
艦

代
換
ト
ン
数
ノ
竜
骨
据
付
ノ
自
国
ノ
権
利
ヲ
千
九
百
三
十
一
年
乃
至
千
九
百
三
十
六
年
ノ
期
間
中
行
使
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
」
し
た
。
ワ
シ
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表
二 　

日
本
の
主
力
艦
の
代
換
及
び
廃
棄
の
タ
イ

ム
・
テ
ー
ブ
ル

年
度

起
工

代
艦

完
成

代
艦

廃
棄
艦
（
カ
ッ

コ
内
は
艦
齢
）

保
有

隻
数

一
九
三
一

い

一
〇

一
九
三
二

ろ

一
〇

一
九
三
三

は

一
〇

一
九
三
四

に

い

金
剛
（
二
一
）

一
〇

一
九
三
五

ほ

ろ

比
叡
（
二
一
）

榛
名
（
二
〇
）

九

一
九
三
六

へ

は

霧
島
（
二
一
）

九

一
九
三
七

と

に

扶
桑
（
二
二
）

九

一
九
三
八

ち

ほ

山
城
（
二
一
）

九

一
九
三
九

り

へ

伊
勢
（
二
二
）

九

一
九
四
〇

と

日
向
（
二
二
）

九

一
九
四
一

ち

長
門
（
二
一
）

九

一
九
四
二

り

陸
奥
（
二
一
）

九

（
注
） 

こ
の
表
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
三
節
第
二
款
の
表
を

も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
力
艦
の

建
造
が
一
〇
年
間
に
わ
た
り
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ

た
た
め
、
一
九
三
〇
年
度
以
前
は
主
力
艦
の
起
工
は

な
い
。
艦
齢
二
〇
年
で
代
換
の
原
則
に
か
か
わ
ら
ず
、

廃
棄
艦
の
艦
齢
が
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
も
の
が
あ

る
の
は
、
一
〇
年
間
の
建
造
禁
止
の
影
響
と
特
定
の

年
度
に
建
造
が
集
中
す
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
、
ま

た
各
国
間
の
主
力
艦
戦
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た

た
め
で
あ
る
。

表
三　

米
国
の
主
力
艦
の
代
換
及
び
廃
棄
の
タ
イ
ム
・
テ
ー
ブ
ル

年
度

起
工
代
艦

完
成
代
艦

廃
棄
艦
（
カ
ッ
コ
内
は
艦
齢
）

保
有
隻
数

一
九
三
一

は
、
に

一
八

一
九
三
二

ほ
、
へ

一
八

一
九
三
三

と

一
八

一
九
三
四

ち
、
り

は
、
に

フ
ロ
リ
ダ
（
二
三
）

ユ
タ
ー
（
二
三
）

ワ
イ
オ
ー
ミ
ン
グ
（
二
二
）

一
七

一
九
三
五

ぬ

ほ
、
へ

ア
ー
カ
ン
ソ
ー
（
二
三
）

テ
キ
サ
ス
（
二
一
）

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
（
二
一
）

一
六

一
九
三
六

る
、
を

と

ネ
ヴ
ァ
ー
ダ
（
二
〇
）

オ
ク
ラ
ホ
ー
マ
（
二
〇
）

一
五

一
九
三
七

わ

ち
、
り

ア
リ
ゾ
ー
ナ
（
二
一
）

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ー
ニ
ア
（
二
一
）

一
五

一
九
三
八

か
、
よ

ぬ

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
（
二
一
）

一
五

一
九
三
九

た
、
れ

る
、
を

ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
（
二
一
）

ア
イ
ダ
ホ
ー
（
二
〇
）

一
五

一
九
四
〇

わ

テ
ネ
シ
ー
（
二
〇
）

一
五

一
九
四
一

か
、
よ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
（
二
〇
）

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
（
二
〇
）

一
五

一
九
四
二

た
、
れ

ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
ニ
ア
級
二
隻

一
五

（
注
） 

表
二
の
注
に
同
じ
。
た
だ
し
、
米
国
の
場
合
一
九
二
二
年
度
に
「
い
」、「
ろ
」
の
完
成
代
艦

（
ウ
ェ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ー
ニ
ア
級
二
隻
）
が
あ
る
。
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ン
ト
ン
条
約
の
一
〇
年
間
の
ネ
ー
ヴ
ァ
ル
・
ホ
リ
デ
イ
と
ロ
ン
ド
ン
条
約
の
こ
の
六
年
間
の
代
換
起
工
禁
止
の
結
果
、
一
九
三
七
年
度
時

点
に
お
い
て
日
米
は
表
四
、
表
五
の
よ
う
に
多
数
の
艦
齢
超
過
主
力
艦
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
れ
ば
二
〇
年
で
新
艦
に
代
換
）
を
保
有
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
も
し
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
が
更
新
延
長
さ
れ
た
場
合
、
日
本
海
軍
は
戦
艦
の
代
換
の
艦
齢
は
二
〇
年
か
ら
二
六
年
に
六
年
分
、
す
な
わ
ち

表
四　

日
本
の
保
有
戦
艦
の
艦
齢
一
覧
（
一
九
三
七
年
度
現
在
）

艦
齢

二
四

二
三

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

名
称

金
剛

（
比
叡
）

榛
名

霧
島

扶
桑

山
城

伊
勢

日
向

長
門

陸
奥

（
注
） 

こ
の
表
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
三
節
第
二
款
の
表
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
ロ
ン

ド
ン
条
約
に
よ
り
「
比
叡
」
は
「
練
習
艦
」
と
し
て
保
有
が
認
め
ら
れ
た
。

表
五　

米
国
の
保
有
戦
艦
の
艦
齢
一
覧
（
一
九
三
七
年
度
現
在
）

艦
齢

二
六

二
五

二
四

二
三

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

一
六

一
五

（
ユ
タ
ー
）

（
ワ
イ
オ
ー

ミ
ン
グ
）

ア
ー
カ
ン
ソ

ー

テ
キ
サ
ス

ニ
ュ
ー
・
ヨ

ー
ク

ネ
ヴ
ァ
ー
ダ

オ
ク
ラ
ホ
ー

マア
リ
ゾ
ー
ナ

ペ
ン
シ
ル
ヴ

ェ
ー
ニ
ア

ミ
シ
シ
ッ
ピ

ー

ニ
ュ
ー
・
メ

キ
シ
コ

ア
イ
ダ
ホ
ー

テ
ネ
シ
ー

カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア

メ
リ
ー
ラ
ン

ド

ウ
ェ
ス
ト
・

ヴ
ァ
ー
ジ
ー

ニ
ア
級
二
隻

（
注
） 

こ
の
表
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
第
三
節
第
二
款
の
表
を
も
と
に
筆
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
ロ
ン
ド
ン
条
約
に
よ
り
「
ユ
タ
ー
」
は
「
標
的
艦
」
と
し
て

の
保
有
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
「
ワ
イ
オ
ー
ミ
ン
グ
」
は
「
練
習
艦
」
と
し
て
保
有
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
表
三
に
あ
る
「
フ
ロ
リ
ダ
」
は
一
九
三
二
年
に
解
体
処
分

さ
れ
た
。
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ロ
ン
ド
ン
条
約
で
代
艦
起
工
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
分
だ
け
延
長
さ
れ
る
と
予
想
し
て
い
）
21
（
た
。
ま
た
各
国
別
の
戦
艦
の
総
数
に
変
化
が
な
い

場
合
、
米
国
に
つ
い
て
は
概
ね
毎
二
年
に
三
隻
程
度
の
代
艦
起
工
の
ペ
ー
ス
が
維
持
さ
れ
る
と
考
え
て
い
）
22
（

た
。
す
な
わ
ち
、
表
二
、
表
三

で
言
え
ば
、
代
艦
起
工
の
ス
ケ
ー
ジ
ュ
ー
ル
を
概
ね
六
年
分
後
ろ
に
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
解
決
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
）
23
（
る
。

　
艦
齢
二
六
年
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
一
年
に
日
本
が
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
を
脱
退
し
た
後
、
英
米
仏
三
カ
国
間
で
締
結
さ
れ
た
「
千
九

百
三
十
六
年
『
ロ
ン
ド
ン
』
海
軍
条
約
」
は
主
力
艦
に
つ
い
て
二
六
年
を
も
っ
て
「
艦
齢
超
過
」
と
み
な
す
こ
と
に
同
意
し
た
（
第
一

条
）
こ
と
か
ら
正
し
い
推
測
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
日
米
と
も
相
互
の
海
軍
力
の
バ
ラ
ン
ス
、
財
政
的
な
理
由
や
造
船
所
の
制
約
あ

る
い
は
前
艦
建
造
の
経
験
を
後
艦
の
建
造
に
生
か
し
た
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
特
定
の
年
度
に
建
造
が
集
中
す
る
よ
う
な
代
換
の
仕
方

は
好
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
平
時
に
お
け
る
見
積
も
り
と
し
て
は
日
本
海
軍
の
見
積
も
り
は
適
当
な
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
例
年
行
っ
て
き
た
各
種
軍
艦
の
建
造
に
加
え
、
新
た
に
こ
の
よ
う
な
戦
艦
の
代
換
建
造
を
行
う
こ
と
は
ど
の
程
度
の
負
担

増
に
な
る
と
見
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
海
軍
省
資
）
24
（
料
に
よ
れ
ば
、
戦
艦
、
航
空
母
艦
、
補
助
艦
に
つ
い
て
仮
に
代
換
建
造
だ
け
に
限
定

し
た
と
し
て
も
（
す
な
わ
ち
隻
数
的
に
は
軍
拡
を
行
わ
な
い
と
し
て
も
）、
昭
和
一
二
年
か
ら
将
来
一
〇
年
間
に
わ
た
り
毎
年
平
均
し
て
日
本

は
五
万
三
〇
〇
〇
ト
ン
、
米
国
は
七
万
ト
ン
の
建
造
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
積
も
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
建
艦
実
績
と
比
較
し

て
み
る
と
、
昭
和
六
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
の
平
均
は
、
日
本
の
場
合
約
二
万
二
〇
〇
〇
ト
ン
、
米
国
の
場
合
は
約
四
万
八
〇
〇
〇
ト

ン
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
の
場
合
、
条
約
量
を
維
持
す
る
だ
け
で
そ
れ
以
前
の
期
間
の
平
均
の
倍
以
上
の
建
艦
努
力
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
た
。
ま
た
米
国
の
場
合
も
相
当
の
負
担
増
に
な
る
と
見
積
も
ら
れ
た
。「
殊
ニ
各
国
ハ
明
年
カ
ラ
一
〇
数
年
間
建
造
シ
ナ

カ
ッ
タ
主
力
艦
ヲ
建
造
シ
初
メ
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ル
ト
、
将
来
軍
備
ノ
拡
張
ヲ
行
ワ
ナ
イ
又
縮
小
モ
行
ハ
ナ
イ
ト
言
フ
コ
ト
ダ
ケ
デ
即

チ
代
換
建
造
ノ
ミ
デ
各
国
ノ
造
艦
状
況
ハ
非
常
ナ
ル
活
気
ヲ
呈
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
必
然
的
ニ
建
艦
競
争
ガ
初
マ
ッ
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タ
ト
言
フ
状
態
ヲ
呈
ス
ル
ニ
至
ル
」
と
予
想
さ
れ
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
締
結
以
前
の
日
英
米
間
の
建
艦
競
争
の
状
態
が
そ
の
規
模
を
縮

小
し
た
形
で
再
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
仮
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
更
新
延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
従
前
の
倍
以
上
の
建
艦
努
力
を
必
要
と
し
、
大
幅
な
予
算
増
を
必
要
と
し

た
。
こ
の
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
条
約
の
維
持
・
廃
棄
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
止
通
告
に
関
す
る
元
帥
会
議
で
の
伏
見
宮
軍
令
部
総
長
の
説
明
原
）
25
（
稿
は
、「
…
…
帝
国
は
速
か
に
差
等
比
率
兵
力

〔
対
英
米
六
割
〕
の
拘
束
よ
り
脱
却
し
て
国
防
上
の
不
利
を
清
算
し
次
期
軍
縮
会
議
に
於
て
は
全
然
自
由
且
新
た
な
る
立
場
に
於
て
米
国
に

対
し
保
有
兵
力
量
の
最
大
限
度
を
共
通
と
す
る
を
根
本
義
と
し
且
軍
備
を
成
る
べ
く
拡
大
せ
ざ
る
方
針
の
下
に
帝
国
国
防
の
安
固
を
確
保

す
べ
き
公
正
妥
当
な
る
協
定
を
為
さ
ん
と
す
る
も
の
な
り
」
と
し
た
う
え
で
、「
而
し
て
右
協
定
不
成
立
の
場
合
生
起
す
る
こ
と
あ
る
べ

き
建
艦
競
争
の
対
策
と
し
て
は
我
は
現
存
条
約
維
持
の
場
合
に
要
す
べ
き
海
軍
経
費
と
大
差
な
き
範
囲
に
於
て
特
徴
あ
る
兵
力
を
整
備
し

以
て
国
防
の
安
固
を
期
し
得
る
成
算
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
現
存
条
約
維
持
の
場
合
に
要
す
べ
き
海
軍
経
費
」
と
は
先

に
見
た
よ
う
に
戦
艦
の
代
換
に
と
も
な
う
大
幅
な
予
算
増
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
末
次
信
正
は
「
軍
縮
対
策
私
）
26
（
見
」
に
お
い
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
す
れ
ば
直
ち
に
英
米
と
の
建
艦
競
争
を
惹
起
し
、
国
民

は
到
底
そ
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
憂
慮
す
る
者
が
い
る
が
、「
艦
型
比
率
ノ
拘
束
ヲ
脱
却
ス
レ
バ
我
特
殊
ノ
国
情
ニ
適
応
ス
ル
最
能

率
高
キ
軍
備
ヲ
以
テ
有
効
ナ
ル
国
防
ヲ
按
画
シ
、
断
ジ
テ
競
争
ノ
弊
ニ
堕
ス
ル
コ
ト
無
キ
確
信
ア
ル
コ
ト
ヲ
理
解
セ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ

ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。
伏
見
宮
と
末
次
が
言
う
「
特
徴
あ
る
兵
力
」、「
艦
型
比
率
ノ
拘
束
ヲ
脱
却
」
し
た
「
我
特
殊
ノ
国
情
ニ
適
応
ス
ル

最
能
率
高
キ
軍
備
」
の
一
つ
が
大
和
型
戦
艦
で
あ
っ
た
こ
と
は
野
村
実
、
麻
田
貞
雄
ら
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
）
27
（
る
。

　
大
和
の
建
造
は
ロ
ン
ド
ン
で
海
軍
会
議
予
備
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
昭
和
九
年
一
〇
月
、
軍
令
部
か
ら
海
軍
省
に
対
し
て
設
計
研
究
を

要
求
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ
）
28
（

る
。
基
準
排
水
量
六
万
四
〇
〇
〇
ト
ン
、
一
八
イ
ン
チ
砲
九
門
を
有
す
る
巨
大
戦
艦
は
こ
れ
が
完
成
す
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れ
ば
米
国
は
じ
め
列
国
の
戦
艦
を
圧
倒
し
、「
主
力
艦
兵
力
比
較
ノ
尺
度
」
は
根
本
よ
り
変
革
さ
れ
、「
対
米
現
有
勢
力
比
六
割
ハ
一
躍
我

ガ
方
ノ
絶
対
優
勢
」
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
ま
た
米
国
が
こ
の
よ
う
な
巨
大
戦
艦
を
建
造
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
の
通
峡
の
た
め
パ

ナ
マ
運
河
を
拡
張
せ
ざ
る
を
得
ず
、
日
本
が
機
先
を
制
し
て
こ
の
巨
大
戦
艦
の
建
造
に
着
手
す
れ
ば
、
米
国
が
我
が
国
を
凌
駕
す
る
艦
隊

を
保
有
す
る
た
め
に
は
相
当
の
時
日
を
要
す
る
も
の
考
え
ら
れ
）
29
（
た
。
戦
後
、
米
国
と
の
建
艦
競
争
に
勝
て
る
わ
け
が
な
い
の
に
何
故
ワ
シ

ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
無
条
約
状
態
と
な
っ
た
場
合
、
日
本
海
軍
が
国
力
そ
の
他
の
点
で
米
国
と

の
量
的
建
艦
競
争
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
日
本
海
軍
と
し
て
は
「
建
造
期
間
、
経
費
、
技
術
等
の
各
面

か
ら
見
て
戦
艦
の
比
率
向
上
程
困
難
な
も
の
は
な
い
。
米
国
の
戦
艦
重
視
の
軍
備
計
画
に
比
し
戦
艦
の
隻
数
を
以
て
対
抗
す
る
手
段
は
絶

対
に
無
い
こ
と
に
鑑
み
て
、
之
等
二
艦
の
威
力
を
最
強
無
比
と
な
す
べ
）
30
（
く
」
大
和
型
巨
大
戦
艦
の
建
造
に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
質
を
も
っ
て
量
を
補
お
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
し
仮
に
日
本
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
せ
ず
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
条
約
が
更
新
延
長
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
戦
艦
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
な
質
的
制
限
が
合
意
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
戦
艦
の
基
準
排
水
量
を
三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
以
下
（
第
五
条
）、

主
砲
の
最
大
口
径
を
一
六
イ
ン
チ
（
第
六
条
）
に
制
限
し
て
い
た
。
日
本
が
ロ
ン
ド
ン
会
議
を
脱
退
し
た
後
締
結
さ
れ
た
「
千
九
百
三
十

六
年
『
ロ
ン
ド
ン
』
海
軍
条
約
」
に
お
い
て
は
、
戦
艦
の
基
準
排
水
量
は
三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
以
下
で
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
と
同
じ
で
あ
る

が
、
主
砲
の
最
大
口
径
に
つ
い
て
は
英
国
側
の
主
張
に
よ
り
一
四
イ
ン
チ
（
第
四
条
）
に
削
減
さ
れ
た
。（
た
だ
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
当

事
国
の
い
ず
れ
か
が
こ
の
制
限
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
主
砲
の
最
大
口
径
は
一
六
イ
ン
チ
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
一
二
年
三
月
、
日
本
政
府
が
主
砲
一
四

イ
ン
チ
の
制
限
に
服
す
考
え
の
な
い
事
を
通
告
し
た
結
果
、
米
国
は
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
級
戦
艦
に
一
六
イ
ン
チ
砲
の
搭
載
を
決
定
し
た
。）
こ
の
こ

と
か
ら
考
え
れ
ば
、
仮
に
日
本
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
せ
ず
、
戦
艦
に
対
す
る
何
ら
か
の
国
際
的
な
質
的
制
限
が
維
持
さ
れ
て
い
た

ら
（
こ
の
場
合
日
本
が
妥
協
す
る
し
か
国
際
的
な
合
意
を
達
成
す
る
道
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）、
基
準
排
水
量
は
三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
以
下
、

主
砲
の
最
大
口
径
一
六
ま
た
は
一
四
イ
ン
チ
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
戦
艦
を
代
換
と
し
て
建
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造
し
た
場
合
、
対
米
六
割
の
比
率
の
向
上
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
日
米
の
戦
艦
の
戦
力
比
は
基
本
的
に
五
対
三
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ろ
）
31
（
う
。

こ
れ
に
比
べ
、
大
和
型
戦
艦
を
建
造
し
「
現
存
条
約
維
持
の
場
合
に
要
す
べ
き
海
軍
経
費
と
大
差
な
き
範
囲
に
於
て
」「
国
防
の
安
固
を

期
し
得
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
「
主
力
艦
兵
力
比
較
ノ
尺
度
」
が
根
本
よ
り
変
革
せ
ら
れ
「
対
米
現
有
勢
力
比
六
割
ガ
一
躍
我
ガ
方
ノ

絶
対
優
勢
」
に
転
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
海
軍
当
局
に
は
現
存
条
約
の
廃
棄
が
魅
力
的
な
も
の
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
国
策
の
調
整
、

す
な
わ
ち
よ
り
高
次
元
の
目
的
の
た
め
兵
力
の
優
越
を
求
め
る
動
き
に
自
制
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
条
約

を
維
持
し
た
場
合
で
も
従
前
の
倍
以
上
の
建
艦
増
が
必
要
と
な
る
、
す
な
わ
ち
大
幅
な
予
算
増
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
条
約
の

制
限
、
特
に
質
的
制
限
か
ら
脱
し
て
「
我
が
特
殊
の
国
情
に
適
応
す
る
最
も
能
率
高
き
軍
備
」
を
行
い
た
い
と
い
う
考
え
が
力
を
得
る
契

機
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　「
最
も
能
率
高
き
軍
備
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
条
約
の
制
限
外
の
艦
船
な
ど
の
整
備
も
問
題
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に

日
本
海
軍
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
主
力
艦
が
制
限
さ
れ
た
後
は
甲
級
巡
洋
艦
や
潜
水
艦
の
充
実
に
よ
っ
て
対
米
六
割
の
主
力
艦
の
劣
勢
を

補
お
う
と
し
、
ロ
ン
ド
ン
条
約
で
甲
級
巡
洋
艦
や
潜
水
艦
が
制
限
さ
れ
て
後
は
そ
の
劣
勢
を
航
空
機
や
条
約
で
制
限
さ
れ
て
い
な
い
艦
船

（
制
限
外
艦
船
）
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
が
自
主
的
に
必
要
な
軍
備
を
進
め
た
場
合
に
比
し
て
非
効
率

的
な
軍
事
力
整
備
と
思
わ
れ
て
き
た
。
石
川
信
吾
は
そ
の
「
次
期
軍
縮
対
策
私
見
」
に
お
い
て
「
帝
国
ノ
現
状
ハ
条
約
ノ
拘
束
ニ
依
リ
已

ム
ヲ
得
ズ
効
率
悪
キ
不
経
済
ナ
ル
軍
備
ヲ
行
イ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
、
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
潜
水
艦
兵
力
の
不
足
を
航
空
隊

の
増
強
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
場
合
、
航
空
隊
の
年
間
の
維
持
費
だ
け
で
潜
水
艦
部
隊
の
年
間
の
建
造
費
及
び
維
持
費
の
二
倍
以
上
に

達
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
艦
齢
超
過
艦
を
廃
棄
せ
ず
防
備
兵
力
に
充
当
し
防
備
艦
船
の
建
造
数
を
減
じ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
）
32
（

る
。

　
制
限
外
艦
船
に
つ
い
て
は
、
日
本
海
軍
は
ロ
ン
ド
ン
条
約
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
駆
逐
艦
の
保
有
量
を
補
う
た
め
条
約
の
制
限
外
で
あ

る
（
条
約
第
八
条
）
六
〇
〇
ト
ン
以
下
の
水
雷
艇
を
建
造
し
、
こ
れ
に
五
イ
ン
チ
砲
三
門
、
魚
雷
発
射
管
四
門
な
ど
駆
逐
艦
並
み
の
兵
装

を
施
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
結
果
的
に
重
心
の
高
い
艦
艇
を
建
造
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
艦
型
の
水
雷
艇
友
鶴
は
昭
和
九
年
三
月
荒
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天
を
冒
し
て
の
訓
練
の
帰
途
転
覆
し
、
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
直
ち
に
原
因
の
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
主
原
因
は
荒
天
波
浪
に
対
抗

す
る
復
元
力
の
不
足
と
さ
れ
）
33
（

た
。
こ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
会
議
予
備
交
渉
が
開
か
れ
る
年
に
起
こ
っ
た
事
故
で
あ
り
、
軍
縮
条
約
の
制
限
下
劣

勢
な
兵
力
で
米
国
海
軍
に
対
抗
す
る
た
め
無
理
に
無
理
を
重
ね
る
日
本
海
軍
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
末
次
信
正
は
、「
現
条
約
ノ

帝
国
ニ
及
ボ
セ
ル
害
毒
ノ
如
何
ニ
深
刻
惨
烈
」
の
例
の
一
つ
と
し
て
友
鶴
事
件
を
挙
げ
て
い
）
34
（
る
。
条
約
の
制
限
が
あ
る
か
ら
「
已
ム
ヲ
得

ズ
効
率
悪
キ
不
経
済
ナ
ル
軍
備
」
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
考
え
は
、
条
約
を
廃
棄
し
て
効
率
的
経
済
的
な
軍
備
を
行
い
た
い
と
の
考

え
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

㈡
　
米
国
の
建
艦
見
通
し

　
先
に
見
た
よ
う
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
る
一
〇
年
間
の
ネ
ー
ヴ
ァ
ル
・
ホ
リ
デ
イ
及
び
ロ
ン
ド
ン
条
約
に
よ
る
五
年
間
の
起
工
禁
止

に
よ
り
、
昭
和
一
二
年
以
降
、
艦
齢
超
過
の
戦
艦
が
急
増
す
る
結
果
、
条
約
が
維
持
さ
れ
た
場
合
で
も
、
ま
た
廃
棄
さ
れ
日
米
間
で
無
条

約
状
態
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
米
国
が
そ
の
戦
艦
勢
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
す
ら
大
き
な
努
力
を
必
要
と
し
、
ま
し
て
そ
の
保
有
量
を
拡

大
し
よ
う
と
す
れ
ば
さ
ら
に
大
き
な
努
力
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
仮
に
建
艦
競
争
に
な
っ
た
場
合
で
も
米
国
は
大

軍
拡
を
行
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
判
断
の
一
つ
の
根
拠
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
海
軍
は
、
日
米
間
で
無
条
約
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
米
国
が
と
る
で
あ
ろ
う
建
艦
計
画
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
戦
艦
の
艦
齢
を
二
六
年
と
し
て
一
九
三
七
年
か
ら
毎
年
一
隻
起
工
す
る
場
合
と
毎
二
年
に
三
隻
を
建
造
す
る
場
合
、
米
国

の
戦
艦
隻
数
は
表
六
の
と
お
り
と
見
積
も
ら
れ
）
35
（

た
。

　
毎
年
一
隻
起
工
の
場
合
現
有
兵
力
（
一
五
隻
）
よ
り
も
低
下
し
、
毎
二
年
に
三
隻
起
工
の
場
合
は
概
ね
現
有
兵
力
が
維
持
さ
れ
る
。
現

有
兵
力
よ
り
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
毎
年
二
隻
以
上
起
工
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
毎
年
の
建
造
量
は
表
七
の
よ
う
に

な
る
と
見
積
も
っ
て
い
）
36
（

た
。
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こ
の
よ
う
な
見
積
も
り
の
結
果
、
日
本
海
軍
は
「
右
ノ
状
況
〔
毎
年
二
隻
建
造
の
場
合
〕
ハ
概
ネ
華
府
会
議
前
ノ
建
艦
状
況
ヨ
リ
モ
大
ナ

ル
ニ
反
シ
現
在
ノ
財
政
状
態
ハ
約
三
〇
％
低
下
セ
ル
状
況
」
で
あ
る
か
ら
、
毎
年
二
隻
の
戦
艦
起
工
に
よ
る
建
艦
競
争
は
米
国
に
と
っ
て

も
「
容
易
ノ
業
ニ
非
ザ
ル
ベ
ク
」、
さ
ら
に
航
空
母
艦
の
重
要
性
に
鑑
み
る
と
き
は
こ
の
建
造
も
必
要
に
な
る
の
で
戦
艦
の
建
造
は
な
お

一
層
困
難
と
な
り
、「
従
テ
主
力
艦
ニ
依
リ
建
艦
競
争
ヲ
行
フ
場
合
ニ
於
テ
モ
米
国
ガ
直
チ
ニ
大
拡
張
ヲ
行
フ
コ
ト
ハ
其
ノ
公
算
小
」
で

あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
）
37
（

た
。

　
こ
こ
で
こ
の
判
断
の
基
礎
に
な
っ
た
「
右
ノ
状
況
は
概
ネ
華
府
会
議
前
ノ
建
艦
状
況
ヨ
リ
モ
大
ナ
ル
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
少
し
詳
し

く
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
同
じ
頃
の
別
の
海
軍
資
）
38
（

料
に
よ
れ
ば
、
日
本
海
軍
は
米
国
海
軍
の
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
建

造
状
況
を
表
八
の
と
お
り
と
と
ら
え
て
い
た
。

　
そ
し
て
「
米
国
ハ
其
ノ
広
大
ナ
ル
地
域
ト
優
秀
ナ
ル
機
械
力
ト
ノ
関
係
上
全
工
業
力
ヲ
造
船
能
力
ニ
集
中
ス
ル
時
ハ
相
当
大
ナ
ル
能
力

ト
ナ
シ
得
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
前
表
〔
表
八
〕
ヲ
参
照
シ
大
略
次
ノ
通
リ
〔
表
九
〕
推
定
シ
テ
普
通
ノ
場
合
ハ
大
差
ナ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
」
と

し
て
い
た
。

　
つ
ま
り
表
七
の
よ
う
に
米
国
が
毎
年
二
隻
戦
艦
を
建
造
し
大
拡
張
す
る
こ
と
の
「
公
算
小
」
の
判
断
は
、
表
九
の
「
平
時
」
の
場
合
の

米
国
の
建
造
実
績
を
基
礎
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
）
39
（

た
。

　
そ
れ
で
は
日
本
が
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
廃
棄
し
て
後
、
米
国
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
建
艦
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
海
軍
の

推
測
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
実
際
の
米
国
の
戦
艦
の
着
工
実
績
は
表
一
〇
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
日
本
海
軍
は
米
国
が
毎
年
二
隻
以
上
戦
艦
を
建
造
す
る
公
算
は
少
な
い
と
見
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
は
一
九
三
九
年
度
、
一

九
四
〇
年
度
に
四
隻
ず
つ
の
戦
艦
の
起
工
を
行
っ
た
。

　
他
方
こ
れ
ら
の
建
艦
が
条
約
限
度
内
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
ど
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表
六　

一
九
三
七
年
か
ら
一
〇
年
間
の
米
国
の
戦
艦
の
艦
齢
内
隻
数
推
定

年

一
九
三
七
一
九
三
八
一
九
三
九
一
九
四
〇
一
九
四
一
一
九
四
二
一
九
四
三
一
九
四
四
一
九
四
五
一
九
四
六

毎
年

一
隻
起
工

一
五

一
四

一
五

一
四

一
五

一
二

一
二

一
二

一
二

一
二

毎
二
年

三
隻
起
工

一
五

一
四

一
五

一
五

一
六

一
四

一
四

一
五

一
五

一
六

（
注
）
出
典
に
つ
い
て
は
、
注
（
35
）
参
照
。
艦
齢
二
六
年
、
建
造
期
間
三
年
、
各
年
末
に
お
け
る
隻
数
を
示
す
。

表
八　

一
九
一
〇
年
よ
り
一
九
三
三
年
ま
で
の
米
国
の
実
際
の
造
船
量

期
間

軍
艦
の
平
均
一
年
間
建
造
高

（
ト
ン
）

参
戦
前
　
　
一
九
一
〇
―
一
九
一
六

七
万
七
〇
〇
〇

大
戦
中
　
　
一
九
一
七
―
一
九
一
八

一
三
万
二
〇
〇
〇

華
府
会
議
迄
一
九
一
九
―
一
九
二
二

二
四
万
一
〇
〇
〇

同
後
　
　
　
一
九
二
三
―
一
九
三
三

三
万
七
五
〇
〇

二
四
年
間 

平
均

九
万
一
〇
〇
〇

（
注
）
出
典
に
つ
い
て
は
注
（
38
）
参
照
。

表
七　

 

米
国
が
戦
艦
を
毎
年
二
隻
起
工
す
る
場
合
の
総
建

造
量
の
推
定

年

建
造
量
（
ト
ン
）

三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
型

五
万
ト
ン
型

一
九
三
七
年

約
一
〇
万
三
〇
〇
〇

約
一
一
万
五
〇
〇
〇

一
九
三
八
年

約
一
〇
万
七
〇
〇
〇

約
一
二
万
五
〇
〇
〇

一
九
三
九
年

約
一
〇
万
五
〇
〇
〇

約
一
三
万
五
〇
〇
〇

一
九
四
〇
年

約
九
万
五
〇
〇
〇

約
一
二
万
五
〇
〇
〇

一
九
四
一
年

約
一
〇
万

一
三
万

一
九
四
二
年

約
八
万

一
一
万

平
均

約
九
万
八
〇
〇
〇

約
一
二
万
三
〇
〇
〇

（
注
） 

航
空
母
艦
、
補
助
艦
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
条
約
に

よ
る
兵
力
を
維
持
す
る
も
の
と
仮
定
。
出
典
に
つ
い
て
は

注
（
36
）
参
照
。
艦
齢
二
六
年
、
建
造
期
間
三
年
。

表
九時

期

軍
艦
（
ト
ン
）

平
時

八
万

戦
時

二
四
万

（
注
）
出
典
に
つ
い
て
は
注
（
38
）
参
照
。



ワシントン海軍軍縮条約廃棄問題についての一考察

83

う
で
あ
ろ
う
か
。
幸
い
米
国
に
は
授
権
法
と
い
う
制
度
が
あ

る
。
米
国
が
条
約
の
限
度
を
超
え
て
建
艦
す
る
意
思
を
示
し

た
の
は
一
九
三
八
年
三
月
の
第
二
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
で
あ
る
。

第
二
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
に
よ
っ
て
米
国
は
海
軍
の
総
ト
ン
数

を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
第
二
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
は
授
権
法
で
あ
っ
て
歳
出

化
法
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
米
国
の
場
合
、

授
権
年
度
と
歳
出
化
年
度
の
間
に
は
か
な
り
の
開
き
の
あ
る

こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
艦
サ
ウ
ス
・
ダ
コ
タ
、
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ア
ラ
バ
マ
の
四
艦
は
一
九
三
三
年
度
に
授
権
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
着
工
（Keel Laid

）
さ
れ
た

の
は
六
年
後
の
一
九
三
九
年
度
で
あ
る
。
米
国
海
軍
に
対
す
る
授
権
と
そ
れ
に
対
す
る
歳
出
化
の
遅
れ
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
ベ
ア
ー

（G
eorge W

. Baer

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
九
三
八
年
に
米
国
議
会
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
初
め
て
米
国
海
軍
を
拡
大
し
た
。
米
国
議
会
は
　
遂
に
一
九
三
四
年
の
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
ト
ラ
メ
ル

法
〔
第
一
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
〕
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
建
造
に
資
金
を
充
当
し
た
。
か
く
て
海
軍
は
旧
条
約
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
た
数
の
艦
船
を

建
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
条
約
は
無
効
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〔
旧
条
約
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
〕
そ
の
艦
船
数
は

依
然
と
し
て
米
国
の
建
造
の
基
準
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
資
金
充
当
に
加
え
第
二
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
三
四
年
の
ヴ
ィ
ン

ソ
ン
・
ト
ラ
メ
ル
法
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
も
の
を
超
え
て
海
軍
の
総
ト
ン
数
を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
授
権

―
資
金
充
当
は
し
な

表
一
〇　

米
国
戦
艦
の
起
工
の
権
利
取
得
と
実
際
の
比
較

年
度

一
九
三
七

一
九
三
八

一
九
三
九

一
九
四
〇

計

起
工
の
権
利

二

二

一

二

七

起
工
の
実
績

一

一

四

四

一
〇

（
注
）
一
　 

起
工
の
権
利
と
は
、
仮
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
が
更
新
延
長
さ
れ
、
表
三
の
起

工
代
艦
を
六
年
分
後
ろ
倒
し
に
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合

に
、
米
国
が
得
た
で
あ
ろ
う
起
工
の
権
利
で
あ
る
。
米
国
の
起
工
の
実
績
と

対
比
す
る
た
め
に
筆
者
が
作
成
し
た
。

　
　 

二
　 

一
九
四
一
年
度
以
降
、
イ
リ
ノ
イ
（
一
九
四
四
年
度
）、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
（
一

九
四
三
年
度
）
が
起
工
さ
れ
た
が
建
造
停
止
等
と
な
っ
て
完
成
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
以
外
に
授
権
さ
れ
た
戦
艦
は
「
モ
ン
タ
ナ
」
を
は
じ
め
五
隻
に

の
ぼ
る
が
い
ず
れ
も
起
工
さ
れ
て
い
な
い
。
起
工
の
実
績
等
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。N

avy D
epartm

ent, A
m
erican N

aval Fighting Ships, Vol-
um
e 1 （U.S. G

overnm
ent Printing O

ffice, 1959

） 198 -199.
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か
っ
た

―
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
一
九
四
〇
年
六
月
議
会
は
第
三
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
を
可
決
し
た
。
こ
れ
は
一
九
三
八
年
に
授
権
さ
れ
て
い
た
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
に
対
し
て
資
金
充
当
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
さ
ら
に
艦
隊
の
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
に
対
し
て
も
授
権
を
行
っ
た
。

…
…
彼
〔
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
〕
の
四
番
目
の
法
律
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
降
伏
の
直
後
の
一
九
四
〇
年
七
月
に
可
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
米

国
艦
隊
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
を
授
権
し
）
40
（

た
。」

　
米
国
海
軍
が
軍
縮
条
約
の
制
限
か
ら
離
れ
た
と
さ
れ
る
第
二
次
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
法
に
資
金
充
当
さ
れ
た
の
は
実
に
欧
州
で
第
二
次
世
界
大

戦
が
始
ま
っ
て
約
一
年
後
、
フ
ラ
ン
ス
降
伏
直
前
の
一
九
四
〇
年
六
月
で
あ
っ
た
。
米
国
が
毎
年
二
隻
以
上
戦
艦
を
建
造
す
る
こ
と
は
困

難
と
し
て
い
た
日
本
海
軍
の
見
積
も
り
は
先
に
見
た
よ
う
に
平
時
の
建
造
実
績
を
基
礎
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
見
積
も
り
の
狂
い
は

か
な
り
の
程
度
、
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
の
勃
発
拡
大
や
欧
州
情
勢
の
大
変
動
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
な
ど
国
際
情
勢
の
変

化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
米
国
の
建
艦
予
想
は
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
全
権
団
顧
問
で
あ
っ
た
山
川
端
夫
は
、
そ
の
著
『
倫
敦

海
軍
軍
縮
会
議
の
成
果
』
に
お
い
て
、「
近
来
我
国
に
於
い
て
往
々
米
国
に
は
目
下
製
艦
競
争
を
為
す
の
余
裕
な
し
と
楽
観
す
る
向
も
あ

る
。
米
国
の
造
船
所
の
仕
事
は
今
後
暫
く
は
手
一
杯
で
あ
る
様
に
我
々
も
聞
い
て
居
る
。
…
…
併
し
何
れ
に
し
て
も
現
在
の
製
艦
能
力
の

如
何
丈
を
以
て
直
ち
に
米
国
が
製
艦
競
争
を
す
る
考
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
云
ふ
事
を
律
す
る
の
は
非
常
に
早
計
で
あ
り
、
危
険
な
事
で

あ
る
」
と
し
、「
米
国
は
或
る
シ
ョ
ッ
ク
に
遭
い
、
其
為
に
刺
戟
さ
れ
る
と
、
随
分
思
ひ
き
っ
た
こ
と
を
や
り
得
る
の
で
あ
る
。
従
来
の

例
に
徴
す
る
と
米
国
の
世
論
が
高
潮
し
て
来
れ
ば
、
こ
れ
が
何
物
を
も
押
し
潰
し
て
い
く
と
云
ふ
趨
向
あ
る
こ
と
は
看
取
に
難
か
ら
ざ
る

所
で
あ
）
41
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
世
論
が
高
潮
し
て
」「
何
物
を
も
押
し
潰
し
て
い
く
」
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
　
結
　
論

　
対
米
七
割
確
保
は
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
会
議
以
来
の
日
本
海
軍
の
悲
願
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
米
国
に
は
日
本
の
比
率
向
上
を
認
め
る
考

え
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
四
年
春
、
近
い
う
ち
に
英
国
か
ら
翌
年
の
軍
縮
会
議
の
予
備
会
議
の
呼
び
か
け
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

米
国
と
し
て
は
交
渉
に
望
む
立
場
を
固
め
る
必
要
が
生
じ
た
。
四
月
二
八
日
に
ノ
ー
マ
ン
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（N

orm
an H

. D
avis 

米
国
の
首

席
交
渉
者
）
は
国
務
長
官
ハ
ル
と
と
も
に
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
と
昼
食
を
と
も
に
す
る
が
、
そ
の
席
で
大
統
領
は
軍
縮
会
議
を
開
催
す

る
こ
と
、
現
在
の
比
率
を
維
持
し
た
ま
ま
海
軍
ト
ン
数
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
を
提
案
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
も
し
日
本
が
米
国
の
提

案
を
否
定
し
た
場
合
、「
米
国
は
現
在
の
条
約
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
日
本
が
こ
の
提
案
を
拒
否
し
会
議
か
ら
脱
退
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
米
国
は
英
米
間
の
パ
リ
テ
ィ
ー
を
内
容
と
す
る
条
約
を
日
本
以
外
の
諸
国
と
交
渉
」
し
、
こ
の
新
条
約
は
日
本
の
建
艦
に

対
抗
す
る
た
め
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
条
項
を
含
ん
だ
も
の
と
す
る
よ
う
指
示
し
）
42
（
た
。
ま
た
当
時
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
な
ど
欧
州
に
お
け
る
緊

張
の
高
ま
り
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
比
率
に
よ
る
量
的
軍
縮
の
継
続
に
は
反
対
の
意
向
を
示
し
て
お
り
、

日
本
が
廃
止
通
告
を
行
わ
な
く
て
も
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
は
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
）
43
（
る
。

　
一
方
、
日
本
海
軍
に
は
対
米
六
割
の
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
継
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
事
情
が
あ
っ
た
。
艦
艇
の
航
続
距
離
の
延
伸

な
ど
軍
事
技
術
の
発
展
で
あ
る
。
ま
た
大
量
の
代
換
発
生
問
題
は
同
じ
予
算
を
使
う
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
防
衛
の
観
点
か
ら
よ
り
効
率

的
な
も
の
を
建
造
し
た
い
、
そ
の
た
め
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
、
ロ
ン
ド
ン
条
約
の
質
的
制
限
か
ら
脱
却
し
た
い
と
の
気
持
ち
を
高
め
た
。
そ

の
究
極
が
戦
艦
大
和
の
建
造
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
大
量
の
代
換
の
発
生
に
よ
り
現
状
維
持
で
さ
え
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
事
情
が
、
仮
に

建
艦
競
争
に
な
っ
た
場
合
米
国
と
い
え
ど
も
大
軍
拡
を
行
う
公
算
は
少
な
い
と
の
判
断
を
生
ん
だ
。

　
戦
前
の
海
軍
記
者
で
あ
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
会
議
を
は
じ
め
軍
縮
会
議
に
つ
い
て
多
く
の
著
作
を
あ
ら
わ
し
た
伊
藤
正
徳
は
、
軍
縮
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が
成
立
す
る
た
め
に
は
軍
縮
交
渉
と
同
時
に
関
係
国
間
で
国
策
の
調
整
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

―

す
な
わ
ち
国
策
の
衝
突
が
解
決
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

―
各
国
海
軍
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
国
海
軍
に
対
し
優
越
を
求
め
る
た
め
、
自
制
を
通

じ
て
バ
ラ
ン
ス
を
追
及
す
る
軍
縮
は
成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
）
44
（
た
。「
お
題
目
と
し
て
『
親
善
』
を
百
万
遍
唱
へ
た
っ
て
そ
れ
は
軍
縮
協

定
の
上
に
殆
ど
効
果
を
齎
さ
な
い
。
東
洋
平
和
政
策
に
関
し
て
、
日
米
の
間
に
完
全
な
る
理
解
が
成
立
し
な
い
限
り
、
円
満
な
る
兵
力
量

の
縮
減
協
定
は
出
来
な
い
の
が
当
然
だ
。
政
策
一
致
せ
ず
し
て
、
何
時
か
は
兵
力
的
解
決
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
如
き

状
態
に
於
て
、
そ
の
兵
力
を
減
ら
す
約
束
は
、
到
底
本
気
で
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。」
し
か
し
、
一
九
三
四
年
の
時
点
で
満
州
問
題
を

は
じ
め
米
国
と
の
国
策
の
調
整
は
困
難
で
あ
っ
た
。
国
策
の
衝
突
が
あ
る
以
上
、
伊
藤
の
言
う
各
国
海
軍
が
「
自
制
を
通
じ
て
バ
ラ
ン
ス

を
追
及
」
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。

（
1
）  

正
式
に
は
「
海
軍
軍
備
ノ
制
限
及
縮
小
ニ
関
ス
ル
条
約
」
で
あ
る
が
、
慣
用
的
に
ロ
ン
ド
ン
条
約
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
以
下
に
お

い
て
は
ロ
ン
ド
ン
条
約
と
略
記
す
る
。
ま
た
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
正
式
名
称
は
「
海
軍
軍
備
制
限
ニ
関
ス
ル
条
約
」
で
あ
る
が
、
同
様

に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
と
す
る
。
ま
た
ロ
ン
ド
ン
条
約
及
び
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
を
審
議
・
締
結
し
た
国
際
会
議
を
、
以
下
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ

ン
ド
ン
海
軍
会
議
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
会
議
と
す
る
。

（
2
）  

昭
和
九
年
五
月
一
八
日
付
、
在
英
国
松
平
大
使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）「
軍
縮
予
備
交
渉
開
催
方
に
関
し
英
国
外
相
日
本
の
態
度
打

診
に
つ
い
て
」 

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書

―
一
九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』（
一
九
八
二
年
）
七
二
頁
。（
以
後
、『
外
交
文
書

―
一

九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』
の
よ
う
に
略
記
す
る
。）

（
3
）  

日
本
政
府
は
、
昭
和
九
年
九
月
六
日
、
海
軍
軍
縮
予
備
交
渉
に
対
す
る
方
針
を
決
定
し
た
。
そ
の
中
で
同
年
末
ま
で
に
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃

止
通
告
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
代
わ
る
新
協
定
の
内
容
と
し
て
は
、
①
各
国
の
保
有
し
得
べ
き
兵
力
量
の
共

通
最
大
限
を
協
定
す
る
こ
と
、
②
軍
縮
の
精
神
を
発
揮
す
る
た
め
そ
の
共
通
最
大
限
を
小
な
ら
し
め
る
こ
と
及
び
攻
撃
的
兵
力
は
極
力
縮
減
す
る

と
と
も
に
防
御
的
兵
力
は
整
備
し
、
各
国
が
攻
め
る
に
難
く
守
る
に
不
安
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
決
定
し
た
。「
来
る
べ
き
海
軍

軍
縮
予
備
交
渉
に
対
す
る
帝
国
政
府
方
針
」『
日
中
戦
争
四
』（
現
代
史
資
料
一
二
）（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）
四
〇
頁
。（
以
後
『
日
中
戦
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争
四
』
と
略
記
す
る
。）

（
4
）  

ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
予
備
交
渉
及
び
本
交
渉
の
経
過
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Stephen E. Pelz, Race to Pearl H

arbor: The 
Failure of the Second London N

aval Conferenceand and the O
nset of W

orld W
ar II 

（Cam
bridge, M

A
: H
arvard U

niversity 
Press, 1975

）, pt. 4; Robert G
ordon Kaufm

an, A
rm
s Control during the Pre-N

uclear Era: The U
nited States and N

aval Lim
ita-

tion between the Two W
orld W

ars （N
ew
 York: Colum

bia U
niversity Press, 1990

）, chap. 7; Sadao Asada, From
 M
ahan to Pearl 

H
arbor: The Im

perial Japanese N
avy and the U

nited States 

（Annapolis, M
D
: N
aval Institute Press, 2006

）, chap. 8.

防
衛
研
修

所
戦
史
室
（
野
村
実
稿
）『
大
本
営
海
軍
部
・
連
合
艦
隊
（
一
）
開
戦
ま
で
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）
二
七
八
―
二
八
七
頁
。（
以
後
、

戦
史
室
『
大
本
営
海
軍
部
・
連
合
艦
隊
（
一
）』
と
略
記
す
る
。）

（
5
）  

日
本
に
よ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
廃
棄
・
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
か
ら
の
脱
退
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、
注
（
4
）
に
掲

げ
た
ペ
ル
ツ
の
著
書
で
あ
る
。
同
テ
ー
マ
を
部
分
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
注
（
4
）
に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
、Sadao Asada, 

Culture Shock and Japanese-A
m
erican Relations: H

istorical Essays 

（Colum
bia: U

niversity of M
issouri Press, 2007

）; Stephen 
Roskill, N

aval Policy between the W
ars, Vol. 2, The Period of Reluctant Rearm

am
ent, 1930 -1939 

（London: Collins, 1976

）; N. 
H
. G
ibbs, G

rand Strategy, Volum
e 1: Rearm

am
ent Policy 

（London: H
er M

ajesty

’s Stationery O
ffice, 1976

）.

麻
田
貞
雄
『
両
大

戦
間
の
日
米
関
係

―
海
軍
と
政
策
決
定
過
程
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
）、
相
沢
淳
『
海
軍
の
選
択

―
再
考
真
珠
湾
へ
の
道
』（
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）  

海
軍
の
派
閥
は
、
麻
田
貞
雄
に
よ
れ
ば
、
分
類
の
観
点
に
よ
り
（
ま
た
時
期
に
よ
り
）
軍
政
派
と
統
帥
派
、
条
約
派
と
艦
隊
派
、
ア
メ
リ
カ

（
英
米
）
派
と
ド
イ
ツ
（
枢
軸
）
派
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
条
約
派
と
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
体
制
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
人
達
で
あ
り
、

艦
隊
派
は
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
体
制
に
反
対
す
る
人
達
と
さ
れ
て
い
る
。（
麻
田
、『
両
大
戦
間
の
日
米
関
係
』、
二
〇
六
―
二
一
〇
頁
。）
筆
者
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
棄
問
題
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
条
約
派
・
艦
隊
派
の
区
分
が
分
析
上
有
効
な
区
分
で
は
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
留
保
の
上
、
本
稿
で
は
先
の
よ
う
な
意
味
で
条
約
派
・
艦
隊
派
と
の
文
言
を
用
い
る
。

（
7
）  

『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』（
続
・
現
代
史
資
料
五
）（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
）
二
八
一
頁
。（
以
後
『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』
と

略
記
す
る
。）

（
8
）  Asda, From

 M
ahan, 130, 187 -188, 190, 200.

（
9
）  

「
代
換
」
と
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
代
替
建
造
（replacem

ent
）
を
意
味
す
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
及
び
ロ
ン
ド
ン
条
約
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で
こ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。
他
方
、
起
工
ま
た
は
完
成
さ
れ
る
艦
船
に
注
目
し
「
起
工
代
艦
（Ships laid 

dow
n

）」、「
完
成
代
艦
（Ships com

pleted

）」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
。
紛
ら
わ
し
い
点
も
あ
る
が
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
10
）  

ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
条
約
で
は
「
戦
艦
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
主
力
艦
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
で
は
「
主
力
艦
ト
ハ
将
来
建
造
ス
ル
軍
艦
ニ
関
ス
ル
限
リ
基
準
排
水
量
一
万
噸
（
略
）
ヲ
超
ユ
ル
軍
艦
又
ハ
口
径
八
吋
（
略
）
ヲ
超
ユ
ル

砲
ヲ
装
備
ス
ル
軍
艦
ニ
シ
テ
航
空
母
艦
ニ
非
サ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
」（
第
二
章
第
四
節
）
と
定
義
さ
れ
た
。
し
か
し
本
稿
に
関
す
る
限
り
「
戦
艦
」

と
「
主
力
艦
」
で
意
味
上
の
違
い
が
な
い
た
め
、
条
約
の
文
言
を
引
用
す
る
場
合
を
除
き
「
戦
艦
」
で
統
一
す
る
。

（
11
）  

昭
和
九
年
五
月
一
七
日
、
サ
イ
モ
ン
英
国
外
相
か
ら
予
備
交
渉
の
打
診
が
あ
っ
た
時
、
松
平
大
使
は
、
会
議
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
方
策
が

決
定
し
た
と
は
承
知
し
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、「
日
本
政
府
ハ
比
率
ノ
変
改
ニ
付
何
等
提
議
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
及
次
回
会
議
ニ
於
テ
ハ
華
府
会

議
ノ
如
ク
極
東
問
題
ノ
如
キ
政
治
問
題
ヲ
持
出
ス
ト
キ
ハ
事
態
ヲ
紛
糾
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
日
本
政
府
ニ
於
テ
斯
ノ
如
キ
案
ニ
ハ
極
力
反
対
ス
ヘ
キ

コ
ト
ノ
二
点
ハ
確
言
」
で
き
る
旨
述
べ
て
い
る
。
前
記
昭
和
九
年
五
月
一
八
日
付
、
在
英
国
松
平
大
使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）『
外
交

文
書

―
一
九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』
七
三
頁
。

　
　
　
松
平
に
対
し
六
月
一
八
日
に
英
国
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
首
相
か
ら
英
米
と
も
に
極
東
に
お
け
る
政
治
問
題
を
議
す
る
意
思
は
な
い
旨
伝
え
ら
れ
た
。

昭
和
九
年
六
月
一
九
日
付
、
在
英
国
松
平
大
使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）「
海
軍
会
議
開
催
地
及
び
時
期
等
に
関
す
る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
首

相
と
の
会
談
に
つ
い
て
」『
外
交
文
書

―
一
九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』
八
七
―
八
八
頁
。

（
12
）  

昭
和
九
年
六
月
一
一
日
、
吉
田
善
吾
海
軍
省
軍
務
局
長
は
永
田
鉄
山
陸
軍
省
軍
務
局
長
の
「
建
艦
競
争
の
場
合
自
ら
限
度
あ
り
や
」
と
の
問
い

に
対
し
、「
限
度
あ
り
と
思
ふ
。
寧
ろ
競
争
は
余
り
大
な
ら
ざ
る
べ
し
」
と
答
え
て
い
る
。「
海
軍
軍
縮
方
針
に
関
し
陸
軍
省
軍
務
局
長
の
海
軍
省

軍
務
局
長
に
為
し
た
る
質
問
及
之
に
対
す
る
答
の
要
旨
」（
六
月
一
一
日
　
於
陸
軍
省
）（
以
後
「
陸
軍
省
軍
務
局
長
の
為
し
た
る
質
問
」
と
略
記

す
る
。）『
日
中
戦
争
四
』
一
七
頁
。

　
　
　
ま
た
大
角
岑
生
海
軍
大
臣
は
林
銑
十
郎
陸
軍
大
臣
か
ら
の
「
会
議
不
成
立
の
結
果
国
際
情
勢
に
及
ぼ
す
影
響
及
製
艦
競
争
」
に
関
す
る
質
問
に

対
し
て
、「
国
際
情
勢
の
悪
化
は
絶
無
と
は
云
え
ず
又
多
少
製
艦
競
争
を
惹
起
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
も
八
分
通
り
は
大
丈
夫
と
考
へ
あ
り
。
斉
藤

大
使
の
話
を
聞
け
ば
此
の
種
懸
念
も
軽
減
す
る
や
に
感
ず
」
と
答
え
て
い
る
。「
海
軍
軍
縮
に
関
し
陸
海
軍
大
臣
会
談
要
旨
」（
昭
和
九
、
七
、
二

〇
於
陸
軍
大
臣
官
邸
）『
日
中
戦
争
四
』
三
三
頁
。

　
　
　
な
お
、
英
独
建
艦
競
争
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。「
歴
史
ヨ
リ
見
タ
ル
建
艦
競
争
ニ
関
ス
ル
一
考
察
」
軍
備
制
限
研
究
委
員
会

『
第
六
巻
　
昭
和
十
年
軍
制
研
甲
第
一
〇
号
ノ
一
、
二
、
二
ノ
七
、
二
ノ
八
、
三
』（
以
後
、
軍
制
研
『
第
六
巻
』
と
略
記
す
る
。）（
防
衛
研
究
所
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史
料
室
）
第
一
〇
参
考
調
査
事
項
第
三
款
関
係
国
海
軍
造
艦
状
況
一
四
―
一
五
頁
（
⑨
榎
本
四
三
二
）。

（
13
）  

邀
撃
漸
減
作
戦
に
つ
い
て
は
、Yoichi H

iram
a, 

“Japanese N
aval Preparations for W

orld W
ar II,

” Naval W
ar College Review 44, 

no. 2 （Spring 1991

） 63 -81.
（
14
）  
昭
和
九
年
一
一
月
一
日
付
、
在
英
国
松
平
大
使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）「
日
米
予
備
交
渉
に
お
け
る
日
本
側
の
提
案
理
由
を
め
ぐ
る

討
議
に
つ
い
て
」『
外
交
文
書

―
一
九
三
五
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』
一
五
六
頁
。

（
15
）  Kaufm

an, A
rm
s Control, 171.

（
16
）  

「
海
軍
大
臣
説
明
資
料
　
昭
和
十
年
海
軍
軍
縮
会
議
ニ
対
ス
ル
帝
国
主
張
兵
力
変
更
ノ
理
由
（
九
、
八
、
二
一
）」（
以
後
「
海
軍
大
臣
説
明
資

料
」
と
略
記
す
る
）『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
海
軍
省
資
料
（
一
）（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）
一
二
〇
頁
。

（
以
後
『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
と
略
記
す
る
。）

（
17
）  

日
本
海
軍
が
対
米
六
割
の
劣
勢
を
補
う
た
め
夜
間
攻
撃
を
中
心
と
す
る
猛
訓
練
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
米
海
軍
は
太
平
洋

を
渡
洋
し
て
作
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
困
難
（
こ
の
困
難
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
フ
イ
リ
ピ
ン
や
グ
ア
ム
の
要
塞
化
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
一
層
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
）
を
、
石
炭
か
ら
石
油
へ
の
転
換
を
は
じ
め
と
す
る
船
舶
エ
ン
ジ
ン
の
効
率
化
や
浮
き
ド
ッ
ク
（floating dry 

dock

）、
洋
上
給
油
技
術
の
発
達
な
ど
に
よ
り
補
お
う
と
し
た
。John T. Kuehn, 

“The U.S. N
avy G

eneral Board and N
aval Arm

s Lim
i-

tation: 1922 -1937,

” The Journal of M
ilitary H

istory 74, no. 4 （O
ctober 2010

）.

（
18
）  

「
海
軍
大
臣
説
明
資
料
」『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集
成
』
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

（
19
）  

「
陸
軍
省
軍
務
局
長
の
為
し
た
る
質
問
」『
日
中
戦
争
四
』
一
八
頁
。

（
20
）  Asada, Culture Shock, 138.

（
21
）  

昭
和
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
に
お
い
て
戦
艦
に
つ
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三
六
年
末
ま
で
の
起
工
延
期
に
つ
い
て
は
各
国
間
で

合
意
が
得
ら
れ
た
が
、
戦
艦
の
艦
齢
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
二
六
年
と
す
る
よ
う
英
国
側
か
ら
提
案
が
あ
り
、
日
本
側
も
こ
れ
に
原
則
的
に
同
意
し

て
い
た
が
（
米
国
は
積
極
的
に
反
対
せ
ず
）、
仏
伊
の
反
対
に
よ
り
条
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。「
倫
敦
海
軍
会
議
全
権
報
告
書
第
二
編

第
一
〇
章
主
力
艦
」『
外
交
文
書

―
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
経
過
概
要
』
一
七
六
―
一
八
九
頁
。

（
22
）  

本
文
八
〇
頁
参
照
。

（
23
）  

昭
和
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
に
お
い
て
、
若
槻
全
権
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
代
換
表
に
つ
い
て
「
右
条
約
ハ
関
係
国
間
ニ
於
ケ
ル
勢
力
ノ

釣
合
ヲ
充
分
ニ
考
慮
シ
テ
年
々
ノ
代
換
表
ヲ
作
成
シ
居
ル
」
と
述
べ
て
い
る
。
昭
和
五
年
二
月
一
八
日
付
、
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
会
議
全
権
よ
り
幣
原
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外
務
大
臣
宛
（
電
報
）「
日
英
米
全
権
会
議
に
お
け
る
日
本
試
案
討
議
の
経
過
に
つ
い
て
」『
外
交
文
書

―
一
九
三
〇
年
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
』

下
、
八
四
頁
。

（
24
）  

「
帝
国
ノ
軍
縮
会
議
脱
退
後
ノ
情
勢
ニ
就
イ
テ
（
一
一
、
二
、
八
　
軍
務
局
）」（
防
衛
研
究
所
史
料
室
、
①
軍
備
軍
縮
一
六
九
）。

（
25
）  
「
元
帥
会
議
に
於
け
る
軍
令
部
総
長
説
明
案
（
軍
令
部
）」『
日
中
戦
争
四
』
六
一
頁
。
な
お
〔
　
〕
内
は
筆
者
が
言
葉
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
同
じ
。

（
26
）  
末
次
信
正
「
軍
縮
対
策
私
見
（
昭
和
九
年
六
月
八
日
）」『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』
五
三
五
頁
。

（
27
）  

戦
史
室
『
大
本
営
海
軍
部
・
連
合
艦
隊
（
一
）』
二
八
三
頁
。Asada, From

 M
ahan, 198.

（
28
）  

防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
海
軍
軍
戦
備
（
一
）
昭
和
十
六
年
十
一
月
ま
で
』（
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
六
九
年
）
四
八
三
頁
。（
以
後
、
戦
史
室
『
海

軍
軍
戦
備
（
一
）』
と
略
記
す
る
。）

（
29
）  

石
川
信
吾
「
次
期
軍
縮
対
策
私
見
（
昭
和
八
年
十
月
二
十
一
日
）」『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』
四
八
四
頁
。

（
30
）  

第
二
復
員
局
残
務
処
理
部
「
昭
和
一
二
―
一
九
　
海
軍
の
軍
備
並
び
に
戦
備
の
全
貌
其
の
二
（
③
及
び
④
計
画
、
附
支
那
事
変
に
伴
う
海
軍
戦

備
）」（
防
衛
研
究
所
史
料
室
、
①
軍
備
軍
縮
二
五
五
）。

（
31
）  

こ
の
場
合
、
末
次
信
正
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
状
況
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。「
第
一
ニ
国
防
安
固
ノ
点
ヲ
顧
ル
ニ
、

艦
型
並
ニ
比
率
ヲ
拘
束
ス
ル
現
条
約
ハ
軍
備
上
国
情
ニ
応
ジ
テ
当
然
必
要
ト
ス
ル
自
由
裁
量
ノ
余
地
ヲ
奪
ヒ
、
低
比
率
国
ヲ
シ
テ
全
然
守
勢
ニ
立

ツ
ノ
外
ナ
ク
、
攻
守
ノ
自
由
ハ
総
テ
高
比
率
国
ニ
委
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
此
ノ
条
約
ノ
存
在
ス
ル
限
リ
我
国
防
ハ
永
久
ニ
不
安
ヲ
免
レ
ザ
ル

ベ
シ
。」
末
次
『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』
五
三
四
頁
。

（
32
）  

石
川
『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』
四
八
五
頁
。

（
33
）  

戦
史
室
『
海
軍
軍
戦
備
（
一
）』
四
三
七
―
四
三
九
頁
。

（
34
）  

末
次
『
海
軍

―
加
藤
寛
治
日
記
』、
五
三
五
頁
。

（
35
）  

「
会
議
決
裂
ノ
場
合
関
係
国
ノ
執
ル
ベ
キ
海
軍
建
艦
計
画
ノ
予
察
ニ
ツ
イ
テ
（
九
、
九
、
七
　
軍
縮
研
究
委
員
）」『
昭
和
社
会
経
済
史
料
集

成
』
一
三
八
頁
。

（
36
）  

前
掲
書
、
一
三
九
頁
。

（
37
）  

前
掲
書
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

（
38
）  

「（
ハ
）
米
国
建
造
能
力
」
軍
制
研
『
第
六
巻
』
第
一
〇
参
考
調
査
事
項
第
三
款
関
係
国
海
軍
造
艦
状
況
九
一
―
九
五
頁
。
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（
39
）  

相
沢
『
海
軍
の
選
択
』
二
八
―
二
九
頁
。

（
40
）  G

eorge W
. Baer, O

ne H
undred Years of Sea Power: The U

.S. N
avy, 1890 -1990 

（Stanford, CA: Stanford U
niversity Press, 

1993

）, 134.
（
41
）  
山
川
端
夫
『
倫
敦
海
軍
軍
縮
会
議
の
成
果
』（
国
際
連
盟
協
会
、
一
九
三
〇
年
）
一
一
三
―
一
一
七
頁
。

（
42
）  Pelz, Race to Pearl H

arbor, 85.

（
43
）  
仏
は
米
国
か
ら
日
本
の
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
止
通
告
の
通
報
を
受
け
た
の
に
対
す
る
対
米
覆
答
に
お
い
て
、
①
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
比
率
に
対

す
る
不
満
、
②
仏
国
議
会
が
同
条
約
批
准
に
あ
た
っ
て
一
九
三
六
年
末
を
も
っ
て
同
条
約
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、
③

一
九
二
二
年
の
量
的
制
限
方
式
が
い
か
な
る
難
点
を
惹
起
し
た
か
は
昨
年
中
〔
一
九
三
四
年
中
〕
の
経
験
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
の
理
由
で
、

仏
は
同
条
約
の
更
新
に
は
同
意
し
が
た
い
旨
を
述
べ
た
。
‶The French Am

bassador 

（Laboulayne

） to the Secretary of State 

（W
ash-

ington, 2 January, 1935
）,
” in U

nited States D
epartm

ent of State, Foreign relations of the U
nited States diplom

atic paper, 1934, 
G
eneral, the British Com

m
onwealth, 421 -423.

　
　
　
ま
た
仏
伊
間
に
お
い
て
は
、
大
西
洋
と
地
中
海
の
双
方
に
面
す
る
が
ゆ
え
に
地
中
海
だ
け
に
面
す
る
伊
と
の
パ
リ
テ
ィ
ー
に
は
応
じ
ら
れ
な
い

等
と
す
る
仏
の
立
場
と
仏
と
の
パ
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
伊
の
立
場
は
妥
協
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
仏
に
は
一
九
三
五
年
の
英
独
海
軍
協
定

に
鑑
み
、
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
比
率
は
仏
に
ド
イ
ツ
に
対
す
る
十
分
な
優
位
を
与
え
な
い
と
の
不
満
が
あ
っ
た
。Kaufm

an, A
rm
s Control, 

178.

（
44
）  

伊
藤
正
徳
『
軍
縮
会
議
脱
退
後
の
日
本
海
軍
』（
東
洋
経
済
出
版
部
、
一
九
三
六
年
）
三
―
四
、
二
二
―
二
五
、
二
七
―
三
五
、
三
七
―
三
八

頁
。
ま
た
伊
藤
は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
廃
棄
の
後
、
将
来
の
軍
縮
再
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「﹇
日
米
間
で
建
艦
﹈
競
争

は
起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
者
が
い
る
が
、「
私
は
競
争
は
起
る
と
云
う
方
の
観
測
」
と
し
つ
つ
、「
併
し
な
が
ら
さ
う
云
ふ
競
争
を
し
て
行
く
間
に

は
、
必
ず
是
は
堪
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
日
英
米
何
れ
も
感
じ
て
来
る
に
決
ま
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
こ
で
何
年
か
後
に
は
必
ず
軍
縮
会
議
が
再
開
さ

れ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
ま
で
我
々
は
歯
ぎ
し
り
し
て
競
争
に
堪
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…
…
。」
前
掲
書
、
一
三
―
二
〇
頁
。
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河
尻　

融
（
か
わ
じ
り
　
と
お
る
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　Johns H

opkins U
niversity, School of Advanced International Studies, M

.A.

所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
政
治
学
会
、
国
際
安
全
保
障
学
会
、
軍
事
史
学
会

専
攻
領
域
　
　
国
際
政
治
、
戦
争
史
、
安
全
保
障
研
究


